
 
 

静岡県がんセンター局管理規程第４号 

 静岡県立静岡がんセンター事業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程をここに制定する。 

  令和元年７月５日 

静岡県立静岡がんセンター事業管理者   

がんセンター局長 小櫻 充久 

   静岡県立静岡がんセンター事業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程 

 静岡県立静岡がんセンター事業職員の給与に関する規程（平成14年静岡県がんセンター局管理規程第２

号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

別表第３ （略） 

級別職務区分表 

ア～イ（略） 

ウ がんセンター医療職給料表(1)級別職務区

分表 

職務の級 職務 

（略） （略） 

4 4級 (1) 副院長及び医監の職務 

 

(2)～(8)（略） 

（略） （略） 

 

別表第５ （略） 

  管理職手当支給額表 

職 区分 

 （略） 

副院長（がんセンター医療職給料表( 1 )

適用） 

医監（がんセンター医療職給料表(1)適

用） 

 

 

２種 

 

 （略） 

 

別表第６ (略) 

職員の区分 手当額 

1  医 師 （略） （略） 

別表第３ （略） 

級別職務区分表 

ア～イ（略） 

ウ がんセンター医療職給料表(1)級別職務区

分表 

職務の級 職務 

（略） （略） 

4 4級 (1) 副院長、医監及び研究所

長の職務 

(2)～(8)（略） 

（略） （略） 

 

別表第５ （略） 

管理職手当支給額表 

職 区分 

 （略） 

副院長（がんセンター医療職給料表( 1 )

適用） 

医監（がんセンター医療職給料表(1)適

用） 

研究所長（がんセンター医療職給料表

( 1 )適用） 

２種 

 

 （略） 

 

別表第６（略） 

職員の区分 手当額 

1  医 師 （略） （略） 



 
 

及び歯

科医師 

(2) 副院長及び医監 1 月 に つ

き 95,100

円 

（略） （略） 
 

及び歯

科医師 

(2) 副院長、医監及

び研究所長 

1 月 に つ

き 95,100

円 

（略） （略） 

 
 

 附 則 

 この管理規程は、公布の日から施行する。 


